
様式第１号                  

審 査 基 準 整 理 票 

 

   処分名  
 

児童扶養手当の受給資格及び手当額の認定 
 

  根拠法令名 
   

児童扶養手当法 
 
 

 （条項）第６条 

  基準法令名 
 

児童扶養手当法  （条項）第６条 

   所管部署  福祉部 子ども未来局 子ども家庭課 家庭福祉係 

  標準処理期間       ３０日～６０日   法定処理期間            ― 日 

【審査基準】 ・文書の名称【                           】 

        ・掲載図書等【                           】 

        ・内容    ■全部記載   □一部・項目のみ記載 

 [児童扶養手当の受給資格及び手当額の認定に係る審査基準] 

  児童扶養手当法第６条を基準とする。 

 

 【参 考】 

  [根拠法令] 

     児童扶養手当法 
 
（認定） 

第六条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようと

するときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならな

い。 

２ 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至

つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、

同項と同様とする。 

(昭六〇法四八・平一一法八七・平一四法一一九・一部改正) 

 

(支給要件) 

第四条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和

二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長

(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。 

一 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合 当該母 

イ 父母が婚姻を解消した児童 

ロ 父が死亡した児童 

ハ 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童 

ニ 父の生死が明らかでない児童 

ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの 

三 第一号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホ

 までのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該

 母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する

 ことをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しない

 か、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまで

 のいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以

 外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童

 を養育するとき 当該養育者 
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 ２ 前項の規定にかかわらず、手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号から

第四号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第二号、第五

号又は第六号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。 

一 日本国内に住所を有しないとき。 

二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四に規定する里親に委託されていると 

き。 

三 父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程

度の障害の状態にあるときを除く。 

四 母の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養

育されているとき。 

五 母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程

度の障害の状態にあるときを除く。 

六 父の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養

育されているとき。 

３ 第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当に

あつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないと

きは、支給しない。 

 

(昭三八法一五〇・昭四〇法一三〇・昭四一法六七・昭四八法九三・昭四九法八九・昭五〇法四

七・昭五六法八六・昭五七法六六・昭六〇法三四・昭六〇法四八・平一一法八七(平一二法一一

一)・平一六法一五三・平二〇法八五・平二二法四〇・平二二法七一・平二六法二八・平二八法六

三・一部改正) 

 

 

児童扶養手当法施行規則 

 

第一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第六条の規定に

よる児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童

扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉

事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同

じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以下「手当

の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。 

 

  
※ 審査基準の内容すべてを記載することができないときは、当該審査基準が記載された図書等の  

 縦覧をもって代えることができる。 
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